
１ 施設の概要

２ 指定管理者が行う業務

３ 施設の管理体制

４ 施設の利用状況

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

23年度 15,627 26,920 5,635 12,479 24,420 11,333 12,851 5,792 2,266 2,752 1,652 9,854 131,581

22年度 14,955 29,288 5,214 11,526 24,526 11,935 9,551 8,109 3,184 2,031 3,492 11,616 135,427

増　減 672 -2,368 421 953 -106 -602 3,300 -2,317 -918 721 -1,840 -1,762 -3,846 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

23年度 5,426 10,278 2,748 4,936 10,619 4,638 4,479 2,471 1,000 685 482 3,131 50,893

22年度 4,187 11,834 2,590 4,345 10,393 4,469 3,312 2,997 1,382 400 1,032 3,979 50,920

増　減 1,239 -1,556 158 591 226 169 1,167 -526 -382 285 -550 -848 -27

設置年月日 昭和４８年５月（平成１２年３月リニューアルオープン）

利用料金 （別紙１のとおり）

施設内容

○敷地面積
・県所有地（こどもの国敷地　193,315.549㎡、こどもの国北側臨時駐車場　37,899.960㎡の一部）
・鳥取市からの借用地 3773.79㎡
○建築総面積　6,909.3㎡
○施設内容
　管理棟、そうぞう館、多目的ホール、砂の工房、木工工房、レストラン、こども広場、遊具広場、乗物広場、水の遊び場、
  こどもの国農園、杉の子ハウス、キャンプ場、わんぱく広場、駐車場

○施設設備の維持管理（保守管理及び修繕、警備、清掃等）
○管理施設の利用の許可、退去の命令、施設利用料の徴収等に関する業務
○その他管理施設の運営に関する業務（利用者の受付及び案内、安全確保、利用者へのサービスの提供、管理施設の利用促進等）
○管理施設を利用した自然体験等に資する事業に関する業務

　　正職員：６人、臨時職員：１１人　〔 計 １７人 〕

通常：午前９時～午後５時
ゴールデンウィークの期間、盆の期間：午前８時３０分～午後６時

毎月第２水曜日（８月は無休）、１２月２９日～１月１日休館日

指 定 管 理 業 務 点 検・評 価 シ ー ト（平成２３年度）

所在地

連絡先

指定期間一般財団法人鳥取県観光事業団

鳥取県立鳥取砂丘こどもの国 鳥取市浜坂１１５７－１

０８５７－２６－７８６８子育て応援課

平成24年11月30日

自然とのふれあいや遊びを通じて子どもたちが憩い楽しめる場を提供し、もって児童の健全な育成に資する。

施　設　名

施設所管課名

平成１８年４月１日～平成２１年３月３１日（３年間）
平成２１年４月１日～平成２６年３月３１日（５年間）

指定管理者名

設置目的

開館時間

利用者数
(人)

利用料金
収入

 (千円)

委託業務の
内容

　詳細な配置は別紙２のとおり
管理体制



５ 収支の状況

６ サービスの向上に向けた取組み

７ 利用者意見への対応

８ 指定管理者による自己点検

利用者意見
の把握方法

アンケート
の実施

施設利用者にアンケートを記入してもらい、施設利用者の意見を求めた。

・利用者アンケートによる意見・提案・苦情等
・友の会会員の提案
・ホームページ・電話等による意見受付
・モニタリングによる結果
・ホームページアンケートによる意見・提案
・県民の声の苦情・提案
・窓口での意見等受付

利用者からの苦情・要望 対　応　状　況

・遊具を充実してほしい。
・休憩所や水道・手洗い場の増設
・食堂、売店の充実
・小学生、中学生でも楽しめるイベントを
増やしてほしい。

4,608,799収 　支 　差 　額 4,845,001

3,507,372

4,426,462

△ 27,628

3,535,00076,000,000

15,935,897 1,456,716

42,668,460

△ 811,972

76,000,000

64,244,511

計

 人  件  費

区　分

706,522

59,818,049

50,920,439

641,270

3,126,246

レストラン収入（レストラン
施設使用料）

217,509 216,837

　利用者からの積極的な評価

・入園料が安く、遊具は子どもたちのために考えられていて、たくさん遊べるので満足した。
・イベントがとても楽しかった。
・職員の接客がすごく良かった。
・動物ふれあい村に通い続けている。毎年楽しみ。

41,016,038 △ 1,652,422

3,271,170

取　　組　　み　　内　　容

工房運営費

606,138

3,283,096

3,535,000

8,316,890

610,876

24,327,400

12,180,200

区　　　　　分

入園料収入（キャンプ場利用
料収入含む）

遊具使用料（バッテリーカー
等使用料）

368,720

小　計 79,535,000

11,107,900

3,268,290

収入

50,892,811

79,535,000県委託料

130,427,811

工房収入（砂工房・木工工房
利用料）

参加料収入
（友の会会費、体験イベント
参加料）

2,817,270

小　計

売店営業収入

その他収入
（自動販売機手数料等）

126,920,439

△ 1,072,300

23年度 22年度

支出

事業収
入

事業外
収入

 施設維持管理費

271,700

増　　減

△ 95,646

24,696,120

125,582,810

 イベント経費 17,392,613

売店運営費 458,524

2,471,124

122,311,640

△ 147,614

計

△ 142,044

7,675,620

672

2,545,570

業務の参考としている。

・施設の基本テーマ「遊び・ふれあい・発見・創造」を基調に、こどもたちが自然や家族とのふれあいの中で、共に遊び、また家族で憩い楽しめる
場を提供するとともに、様々な体験活動と遊びを通して、豊かな創造力や情操豊かな人間性を育む場を提供するなど、こどもたちの健全育成に資す
る事業を積極的に展開した。また、子育て支援・異世代とのふれあい事業など、利用者ニーズに適応した多様な事業を展開した。
　　２３年度…９事業：イベント延べ日数　４８６日
・日常より利用者の視線に立って施設・設備等の安全点検・園内巡視を行い、事故防止と予防に努めた。また、園内の環境の整備について、看板の
修正・遊びやすい環境づくりなど迅速に自主整備を行った。
・集客促進を図るため、魅力あるイベント（親子ふれあい事業・子育て支援事業・創作体験事業・学習機能的事業・仲間づくり推進事業・文化芸術
祭典事業異世代ふれあい事業・異文化交流事業）、また、平日の各工房を利用した大人対象の教室・幼児から大人まで体験できるメニューを多数企
画運営し、県民や観光客等入園者の満足度の向上に努めた。
・子育て関係団体、友の会・ボランティア団体や地域等との綿密な連携のもと、適切かつ効率的な事業展開を行い、施設の魅力向上に努めた。
・自家用車の出地圏域調査を実施し、入園者動向の分析、活用を行った。
・旧施設跡地の芝生の管理、育成に努めた。（9月にわんぱく広場としてオープン）
・職員一人一人が、もてなしの心を持って接客し、職員研修等の充実により良質なサービスを提供し、顧客満足度を高めるよう努めた。
・入園者、地域及び県民の声を積極的に収集し、公平で公正なサービス提供を行った。

　〔成果のあった取組み・積極的に取り組んだ事項〕



９ 施設所管課による業務点検

　　　　　　Ｂ：おおむね協定書の内容どおり実施されており、適切な管理が行われている。

　　　　　　Ｄ：協定書の内容に対し、不適切な事項が認められ、大いに改善を要する。
　　　　　　Ｃ：一部、改善・工夫を要する事項が見られたが、改善済み又は改善される見込みである。

　○利用者意見の把握・対応

　○個人情報保護、情報公開

Ｂ ○入園料の収入管理及び支出行為は、会計法令等に従って適切に行われている。〔収入支出の状況〕

〔職員の配置〕

総　　　　括

Ｂ

《評価指標》Ａ：協定書の内容について高レベルで実施されており、また、計画を上回る実績があり、
　　　　　　　　優れた管理運営がなされている。

Ｂ
○利用者意見の把握・対応については、アンケートにより把握し、その意見を業務に反映さ
せるなど、積極的に業務改善を図る姿勢がみられ、適切な対応が図られている。
○その他については、協定書に沿って適正に実施されている。　○施設の利用促進

　○利用者へのサービス提供・向上策

　○開館時間、休館日、利用料金等

〔利用者サービス〕

指定管理業務の内容は、おおむね協定書の内容どおりに実施されており、適切な管理が行
われていると認められる。

　○利用指導・操作

○指定管理業務を実施するために必要な人員が適切に配置されている。

○利用受付・案内、付属設備・備品の貸出し及び利用指導・操作については、マニュアルに
基づいて適切に行われている。

Ｂ

Ｂ

　○利用料金の徴収、減免

〔その他管理施設の管理に必要な業務〕

　○利用受付・案内

　○附属設備・備品の貸出し

　○事故の防止措置、緊急時の対応

○利用許可は、適切に行われている。
○利用料金の徴収、減免は、適切に行われている。

　○利用の許可

〔施設の利用の許可、利用料の徴収等〕

Ｂ

・施設・設備の老朽化が進むことに伴うもの、遊具の安全基準の見直しに伴うもの等小修繕の管理経費が年々増加することは確実であり、施設設備
の修繕は利用者の安全・安心の確保のため先行的に年度別に引き続き県と協議を行いながら改修等を行っていきたい。
・旧遊具の更新及び新設について県と協議を進めていきたい。
・こども達にとって快適な環境づくりにより一層努めるとともに職員のスキルを十分に発揮し、多様化する利用者ニーズを反映した事業を総合的か
つ積極的に実施したい。
・多種多様なイベントに対応するために研修等を重ね更に職員のスキルアップを図りたい。

○施設設備の保守管理、施設の保安警備は、定期的に実施されており、問題が生じた場合
も適切に対応している。
○一部、複数年契約を導入するなど、経費削減に努めている。
○修繕についても、その都度、適切に対応している。
○事故の防止措置については、毎日の巡回点検が徹底されており、問題がある場所につい
ては安全確保措置が講じられている。

Ｂ

評　価 点　　　検　　　結　　　果項　　　　　　　目

　○適正管理に必要な利用者への措置命令

　○施設の保安警備、清掃等

　○施設設備の保守管理・修繕

〔施設設備の維持管理・緊急時の対応等〕

　〔現在、苦慮している事項〕〔今後、改善・工夫したい事項・積極的に取り組みたい事項〕



別紙１　利用料金

１　入園料
一般人等 高校生 中学生 小学生以下

５００円 ５００円 ２００円 無料
団体 １０人以上 ４５０円 ４５０円 １８０円 無料

２０人以上 ４００円 ４００円 １６０円 無料
上記料金 ２５０円 １００円 無料

２　キャンプ場

一般人（高校生を含む）
児童又は中学生
一般人（高校生を含む）
児童又は中学生

３　キャンプ用品貸出料

１式につき　３００円

４　工房利用料

５　乗物利用料

区分
個人

学校行事

区分 料金

宿泊する場合

宿泊しない場合

１人１泊につき　２４０円
１人１泊につき　１２０円
１人１日につき　１２０円
１人１日につき　　６０円

バーべlキュー鍋コンロ

料金
１張につき　４００円
１式につき　４００円
１枚につき　２００円

区分
キャンプ用テント
プロパンガスセット
鉄板

幼児、児童又は中学生の生徒

高等学校の生徒、学生又は一般人

砂の工房

木工工
房（工具
を利用す
る場合）

スクラッチ

楽焼き

木工

ガラス細工

幼児、児童又は中学生の生徒

高等学校の生徒、学生又は一般人

幼児、児童又は中学生の生徒

高等学校の生徒、学生又は一般人

幼児、児童又は中学生の生徒

高等学校の生徒、学生又は一般人

幼児、児童又は中学生の生徒

高等学校の生徒、学生又は一般人

１個につき　　　 １５０円
１個につき　　　 ２５０円
１個につき　　　　 ５０円
１個につき　　 　１００円

区分 金額
１人１回につき　３００円
１人１回につき　４００円

本焼き

１人１回につき　２００円

１人１回につき　１００円

１人１回につき　１００円
１人１回につき　１５０円
１人１回につき　　５０円
１人１回につき　１００円

レールトレイン

変形自転車
メロディーペットミニ以外のもの
メロディーペットミ二

満３歳から中学に入学するまでの者

中学校若しくは高等学校の生徒、学生又
は一般人

周回コースバッテリーカー
サイクルモノレール

区分 金額

バッテリーカー

１人１回につき　１００円

１人１回につき　１００円
１人１回につき　１００円
１人１回につき　２００円
１人１回につき　２００円



別紙２　こどもの国管理体制（平成２３年４月１日現在）

[主な業務]

常勤２（副園長兼務）

期限付職員１ 経理（収入・支出）担当

常勤２

期限付職員１

園長 副園長

常勤１ 常勤１

砂工房担当

常勤１（副園長兼務） 木工工房担当

期限付職員６

遊具の貸出担当

常勤１ 遊具の点検担当

期限付職員３

キャンプ場担当

安全点検担当

６人

１１人

１７人

施設運営、施設管理、予算・決算、
苦情処理担当

常勤

企画・広報・営業担当

総合案内・ゲート(入園料の徴収)担
当

期限付職員

合計

総務課
（課長１人、職員２人）

工房課
（課長１人、職員５人）

遊園管理課
（課長１人、職員３人）

企画広報課
（課長１人、職員２人）


